
 

 16 

(8) 劣後債の引受け又は劣後ローンによる貸付けその他の方法による子会社の財務内

容の健全性の確保 

当社は、グループの自己資本充実を目的として、劣後債又は劣後ローンその他の方法

による資金調達を行うことがありますが、当該資金は子会社の財務の健全性を確保する

ために、子会社が発行する社債の引受け又は子会社への貸付金に使用してまいる所存で

あります。 

 なお、当社におきましては、現在、劣後特約付債務はございません。 

 

(9) 責任ある経営体制の確立のための方策 

【監査機能強化・経営における牽制態勢強化の取組み】 

当社では、取締役会の機能を補完するため、「リスク管理委員会」「報酬委員会」「人

事委員会」の 3つの取締役会内部委員会を設置してまいりましたが、監査機能を強化す

るため、17 年 6 月、新たに「監査委員会」を設置いたしました。同委員会では、社外

取締役を委員長に選任し、グループ全体の内部監査に関する重要な事項を審議してまい

ります。 

また、取締役会の下に、グループ全体の業務執行および経営管理に関する最高意思決

定機関としてグループ経営会議を設置しておりますが、17 年 6 月、グループ経営会議

の一部を構成する会議として「内部監査会議」を設置いたしました。同会議では、グル

ープ経営会議を構成する役員に内部監査部署の長を加え、監査に関する事項の協議を行

ってまいります。 

当行におきましては、17 年 6 月、取締役会の実効性を強化するため、新たに社外取

締役 2名を選任いたしました。また、当社と同様、監査機能強化の観点から、経営会議

の一部を構成する会議として「内部監査会議」を設置しております。 

【ＣＳＲへの積極的な取組み】 

三井住友フィナンシャルグループは、ＣＳＲに積極的に取り組んでおります。 

 当社グループでは、グループ各社がそれぞれの事業を遂行する中で、当社グループの




